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匝瑳市のさか望洋荘跡地に係る対話型市場調査実施要領 

 

１ 趣旨 

匝瑳市では、平成２８年８月をもって営業を停止しました「のさか望洋荘」の跡地

（以下「跡地」といいます。）の有効活用を検討しています。 

検討に当たっては行政内部だけで活用方法や公募条件を設定するのではなく、跡 

地の活用の検討段階で、活用意向や事業アイデアのある民間事業者と対話（＝サウン

ディング）をすることで、跡地の市場性を把握し、有効活用を図るための事業アイデ

アを収集するとともに、民間事業者の参入しやすい公募条件の設定を検討するためサ

ウンディング型市場調査（以下「対話型市場調査」といいます。）を実施するものです。 

 

※ 対話型市場調査とは 

この要領において、対話型市場調査とは、『跡地の有効活用策について、跡地

のポテンシャルを最大限に高められる活用案や実現可能性の高い公募条件を検

討するため、事業立案の段階から民間事業者と対話を通じ意見交換をすること』

をいいます。 

 

２ 跡地の基本情報（対話時点） 

１ 所在地・

地目 

市有地 匝瑳市野手１７１４７番地１２  宅 地 

匝瑳市野手１７１４７番地３１  雑種地 

国有地 匝瑳市野手１７１４７番地１８  雑種地 

２ 面積（公

簿） 

市有地 匝瑳市野手１７１４７番地１２  １２，６０７．００㎡ 

匝瑳市野手１７１４７番地３１   １，４０６㎡ 

国有地 匝瑳市野手１７１４７番地１８   １，９１８㎡    

                 合計 １５，９３１．００㎡ 

３ 都市計画

区分 

都市計画区域外 

４ 上水道 上水道整備済（八匝水道企業団） 

５ 下水道 公共下水道未整備 

６ 自然公園

法に基づ

く区域 

普通地域 

７ 周辺公共

施設 

野栄総合支所 約３㎞・野栄中学校 約３㎞・ 

野田小学校  約２㎞ 

８ アクセス 総武本線 八日市場駅から約７㎞ 

９ 備考 跡地の既存建物は、解体作業中。平成２８年度中に解体完了予定。 
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３ 対話内容 

（１） 跡地の有効活用を図るため、下記の視点のいずれかに該当する事業アイデア

の提案を求めます。 

① 地域活性化に資するもの 

② 定住促進に資するもの 

③ 地域の雇用創出に資するもの 

④ 上記①から③までの提案が困難な場合は、その他匝瑳市が抱える諸問題の解決

に向けた幅広い視点からの提案 

※ 匝瑳市のホームページで公表している「匝瑳市総合計画」及び「匝瑳市まち・

ひと・しごと創生総合戦略」を参考としてください。 

 

（２） 対話の際、主に以下の事項について意見交換を行います。また、対話型市場

調査は、対話を前提としており、案の審査をするものではありません。 

① 事業アイデアの概要 

事業アイデアの大まかな内容、コンセプト、上記（１）の視点に関する事項等   

② 実現性の高いと考える事業方式 

  土地の所有形態、建物の整備方法、管理・運営の仕組み等 

③ 事業アイデア実現への課題等 

  想定する収益、経費等、活用に当たって障壁になると思われる事項、匝瑳市に

期待する支援等 

 

※ なお、土地の所有形態は匝瑳市では定めていませんので、自由に提案をしてく

ださい（例 売却、定期借地権方式等）。 

 また、現時点では、匝瑳市による公共施設等の導入の予定はありません。 

 

４ 対話の対象者 

対話に参加することができる事業者は、跡地の活用実施主体となりうる法人又は法人

のグループとします。 

 

５ 申込方法等 

 実施内容等 日程 

１ 実施要領の公表 平成２９年２月１０日（金） 

２ 参加者説明会の申込み

期間 

平成２９年２月１０日（金）～２２日（水） 

３ 参加者説明会 平成２９年２月２７日（月） 

４ 対話の参加受付期間 平成２９年２月２８日（火）～３月８日（水） 

５ 対話の実施 平成２９年３月１３日（月）～１５日（水） 

６ 追加対話 （必要に応じて実施） 

７ 対話の結果公表 平成２９年６月以降 
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（１） 実施要領の公表 

 実施要領、参考資料等を匝瑳市ホームページで公表し、対話型市場調査への参加

民間事業者を募集します。 

 

（２） 参加者説明会 

対話への参加を希望する事業者を対象とした説明会を実施します。 

 

※ 参加者説明会への参加は、任意となります。 

参加しない場合でも対話や今後の公募等への影響はありません。 

 

① 参加者説明会は、事前申込制になります。 

② 参加希望者は、２月２２日（水）１７時１５分までに「参加者説明会参加申込

書」（別紙）に必要事項を記入の上、問合せ先Ｅメールアドレス宛に電子メールに

て提出してください。 

なお、件名は、「説明会参加申込」としてください。 

「参加者説明会参加申込書」は、市のホームページからもダウンロードできます。 

 

・  参加者説明会 

日時  ：平成２９年２月２７日（月） 

 説明会 ：１３時３０分 ～ 

説明会場 ：のさか図書館 ２階 学習室（匝瑳市今泉６４７４） 

【内容】 対話型市場調査の実施方法等の説明 

 

（３） 対話の参加受付 

① 対話は、事前申込制になります。 

② 対話に参加を希望する者は、平成２９年２月２８日（火）から３月８日（水）

１７時１５分までに「対話参加意思表明書」（別紙）に必要事項を記入の上、問合

せ先Ｅメールアドレス宛に電子メールにて提出してください。 

なお、件名は、「対話参加申込」としてください。 

「対話参加意思表明書」は、匝瑳市のホームページからもダウンロードできます。 

③ 申込書の受領後、日程を調整し、実施日時を参加希望者に連絡します。 

 

（４） 対話の実施 

① 下記期日の間で「対話参加申込」に記入いただいた希望日・時間を調整して、

匝瑳市から対話日程を事前に御連絡します。 

  対話実施日 平成２９年３月１３日（月）から同月１５日（水）まで 

実施時間  午前９時から午後５時まで 

実施場所  匝瑳市民ふれあいセンター １階 相談室 

（匝瑳市八日市場ハ７９３－３５） 

② １事業者当たり３０分から６０分程度を目安に対話を実施します。 
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③ 資料の作成は、必須ではありません。 

説明のために用意する場合は市提出分として７部御準備ください。 

④ 対話実施後に必要に応じて追加の対話を継続することもあります。御協力をお

願いします。 

 

（５） 対話結果公表  

① 対話型市場調査の公平性及び透明性を確保するため、対話の実施結果について、

ホームページ等で概要を公表します。  

② 公表に当たっては、各事業者の有する創意工夫・ノウハウ等を保護するため、

あらかじめ事前に参加事業者に公表内容の確認を行います。 

③ 事業者の名称は、公表対象としません。 

 

６ 留意事項 

（１） 対話型調査に関する費用等 

参加者説明会、対話への参加に要する費用（書類作成費、交通費等）については、

参加者の負担とします。 

匝瑳市からの「対話参加者への対価、対話結果に対する報酬等」の提供はありませ 

ん。 

 

（２） 参加事業者の扱い 

対話は、参加事業者のアイデア及びノウハウ保護のため個別に行います。 

また、跡地に関する事業の実施事業者が公募される場合は、今回の対話型市場調

査への参加実績が優位性を持つものではありません。 

 

（３） 情報の提供等 

事業実施の判断材料とするため、必要な資料等は開示いたします。 

ただし、未定の事項等については、お答えできない場合もありますので御了承願

います。 

また、対話型調査における、匝瑳市及び参加者の双方の発言とも、あくまで対話

時点でのものとし、何ら約束等するものではないことを御理解願います。 

 

（４）  関係法令の遵守 

跡地の有効活用は、匝瑳市で促進している施策ですが、開発許可等必要な法的手

続を緩和又は省略するものではありません。 

 

（５） 調査後の匝瑳市の検討 

匝瑳市では、今回の対話型市場調査でいただいたアイデアや意見を参考に検討を

行い、公募型プロポーザル方式による事業者募集等の公民連携による活用方策を考

えています。 

しかし、民間事業者による活用が期待できない調査結果となった場合は、あらた
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めて再調査又は再検討を行う場合があります。 

 

（６） 参加除外条件 

次のいずれかに該当する者は、今回の対話型市場調査に参加することはできませ

ん。 

①  暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又はその構成員の統制

下にある者。また、暴力団員及びその利益となる活動を行っている者が含まれて

いる者。 

② 匝瑳市職員への暴力、脅迫、暴言、侮辱、威圧的な言動その他対話の相手側と

して不適当と認められる者 

 

７ 施行期日 

  この要領は、平成２９年２月１０日から施行する。 

 

８ 問合せ・連絡先 

〒２８９－２１９８ 匝瑳市八日市場ハ７９３－２ 

匝瑳市企画課まちづくり戦略室 

電   話 ０４７９－７３－００８１ 

ファックス ０４７９－７２－１１１４ 

メ ー ル k-senryaku@city.sosa.lg.jp 
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（参考）対話型市場調査の位置づけ（イメージ図） 

 

今回の対話型市場調査の範囲は、「実施要領の公表」※１から「活用方法の決定」

※４までとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この部分は、今後の実施範囲となります。 

 

 

 

※１：対象となる跡地の概要、調査の目的、日程等について提示します。 

２：調査の実施方法や対象となる跡地の基本情報について参加者に説明します。 

３：参加者と直接対面して活用アイデアについて対話を行います。 

４：対話を通じた提案を参考に、匝瑳市が活用方法を決定します。 

５：決定した活用方法に係る実施事業者の公募を行います。 

  

実施要領の

公表※１ 

参加者の

公募 

 

活用方法の

決定※４ 

 

説明会※２ 

 

対話の実施 

※３ 

 

活用案の 

検討 

 

公募要領の 

公表 

 

実施事業者 

の公募※５ 
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参加者説明会参加申込書 

 

法人名／法人グループ名  

所在地／住所 

（法人グループの場合は代

表法人のみ以下同じ。） 

 

担当者   

 

氏 名  

電 話 番 号  

Ｆ Ａ Ｘ 番 号  

メールアドレス  

構成法人名 

※法人グループの場合のみ記入 

 

参加者説明会の出席者 

※参加者は、３名まで 

役職名 氏名 法人名（法人グループ

の場合のみ記入） 

   

   

   

 

２月２２日（水）１７時１５分までに必要事項を記入の上、下記Ｅメールアドレス

宛に電子メールにて提出してください。 

 

提出先 

〒２８９－２１９８ 匝瑳市八日市場ハ７９３－２ 

匝瑳市企画課まちづくり戦略室 

電   話 ０４７９－７３－００８１ 

ファックス ０４７９－７２－１１１４ 

メ ー ル k-senryaku@city.sosa.lg.jp 
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対話参加意思表明書 

法人名／法人グ

ループ名 

 

参加者説明会の際の「参加者説明会参加申込書」に記入した場合で、 

当該申込書の内容と変更がないときは、※１～※３は、記入不要です。 

※１ 所在地／住所 

（法人グループの場合は

代表法人のみ以下同じ。） 

 

※２   

担当者 

氏 名  

電 話 番 号  

Ｆ Ａ Ｘ 番 号  

メールアドレス  

※３ 構成法人名 

※法人グループの場合のみ記入 

 

 

対話参加者 

※参加者は、 

３名まで 

役職名 氏名 法人名（法人グループの

場合のみ記入） 

   

   

   

対話希望日 

※第３希望ま

で御記入くだ

さい 

第１希望 

３月  日（  ） 

希望開始時間 

   時   分 

第２希望 

３月  日（   ） 

希望開始時間 

   時   分 

第３希望 

３月  日（  ） 

希望開始時間 

   時   分 

 

３月８日（水）１７時１５分までに必要事項を記入の上、下記Ｅメールアドレス宛に

電子メールにて提出してください。 

 

提出先 

〒２８９－２１９８ 匝瑳市八日市場ハ７９３－２ 

匝瑳市企画課まちづくり戦略室 

電   話 ０４７９－７３－００８１ 

ファックス ０４７９－７２－１１１４ 

メ ー ル k-senryaku@city.sosa.lg.jp 

 

  日程調整後、実施日を御連絡いたします。 

必ずしも、希望に添えない場合がございますのであらかじめ御了承ください。 
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位置図１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地図データ ©2017 ZENRIN 

跡地 
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位置図２ 

 

  

跡地 

地図データ ©2017 ZENRIN 



- 11 - 

 

位置図３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        （距離は、地図上で計測した参考数値であり、実測値ではありません。） 

地図データ ©2017 ZENRIN  画像 ©2017 DigitalGlobe  
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